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の 事業年度の変更

Q ◆
● 会社の事業の都合で、事業年度を変更

したいと思っています。どのような手続きを

すればよいでしょうか

A

◎

:定款の変更をし、税務署等に届出書を

提出することになります。

【解説】

法人税法上、事業年度は営業年度その他こ

れに準ずる期間で法令で定めるもの、定款 、

寄付行為、規則、規約に定めるものをいいま

す。つまり、定款で定めのある場合は、法人

が定めた事業年度がそのまま法人税法上の事

業年度となります。

なんらかの理由で事業年度を変更するとき

は、社員総会や株主総会を開催して、定款の

事業年度の規定の変更決議を行うことになり

ます。

事業年度の変更は法人の任意ですが、変更

は、その決議のあった日以後終了する事業年

度について効力がありますので、変更日前に

すでに終了した事業年度を後から変更するこ

とはできず、終了事業年度分は、従前の事業

年度によることになります。

また、会社の決算期はいつにしてもよいの

ですが、1年を超える事業年度を定めること

はできません。

なお、事業年度の変更をしたときは、税務

署、都道府県及び市町村に対し、遅滞なく届

け出なければなりません。この届け出には、

変更前の事業年度及び変更後の事業年度など

を記載した届出書を提出することになります。




